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（別紙１） 

○国宝松本城天守耐震対策専門委員会設置要綱 

平成２９年６月２８日 

教育委員会告示第１７号 

改正 令和２年８月２７日教育委員会告示第３７号 

令和３年３月２５日教育委員会告示第７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、国宝松本城天守の適切な耐震対策を専門的な見地から検討するため、

国宝松本城天守耐震対策専門委員会（以下「委員会」という。）を設置することについて、

必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 国宝松本城天守耐震対策事業に関すること。 

（２） その他必要な事項に関すること。 

（組織等） 

第３条 委員会は、委員８人以内をもって組織する。 

２ 委員は、文化財及びその耐震対策に関し、優れた見識を有する者のうちから教育委員会

が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（役員） 

第５条 委員会に委員長１人を置き、委員の互選によって選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。 

（指導助言者） 

第７条 委員会に、必要に応じ、指導助言者を置く。 

２ 指導助言者は、第２条に掲げる事項に対して指導、助言を行う。 

３ 指導助言者は、関係機関等の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。 
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（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別

に定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年６月２８日から施行する。 

附 則（令和２年８月２７日教育委員会告示第３７号） 

この告示は、令和２年９月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２５日教育委員会告示第７号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 


